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■ 内部統制システムに関する基本方針およびその整備・運用状況の概要 

 

１．取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 

その他株式会社の業務の適正を確保するための体制 

 

当社は、業務の有効性および効率性、財務諸表の信頼性の確保、法令等の遵守ならびに資産の

保全を目的として、会社法第 362 条第５項および同法同条第４項第６号ならびに会社法施行規則

第 100 条第１項および同規則同条第３項の規定に従い、以下のとおり「内部統制システム構築の

基本方針」を取締役会の決議により定めております。 

 

「内部統制システム構築の基本方針」 

(1)取締役および従業員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制  

 

① 取締役による職務執行の監督機能を維持・向上するため、執行機能と監督機能の分離お

よび独立性を考慮した社外取締役の継続的な選任を行う。 

② 業務執行者に対する監査・監督機能の強化を図るため、監査等委員会の効果的かつ効率

的な監査・監督体制を構築する。 

③ 取締役会の諮問機関として社外取締役を委員長とするガバナンス委員会を設置し、取締

役等の選解任および報酬体系ならびにその他ガバナンスに関する事項について諮問する

ことで、意思決定プロセスの透明性、客観性を高める。 

④ 取締役、および従業員は、「オートバックスセブングループ行動規範・行動指針」に基づ

き、社会的な要請に応える適法かつ公正な事業活動に努める。 

⑤ コンプライアンスに係る規程を定め、主管の部門長を統括責任者として置き、その所轄

下にコンプライアンスを担当する課を設け、コンプライアンスに係る全社的な管理を行

う。  

⑥ 当社の事業に適用される法令等を識別し、法的要求事項を遵守する基盤を整備するとと

もに、随時、教育や啓発を行う。 

⑦ 法令違反その他コンプライアンスに関する問題の早期発見、是正を図るため、外部の委

託会社へ直接通報できる「オレンジホットライン」（グループ内通報制度）を設置する。 

⑧ 監査等委員会は、独立した立場から、内部統制システムの構築・運用状況を含め、取締

役の職務執行を監査・監督する。 

⑨ 内部監査部門は、内部統制の評価ならびに業務の適正性および有効性について監査し、

定期的に、代表取締役社長および監査等委員会に監査結果を報告する。 

⑩ 反社会的勢力対策に係る規程等を定め、反社会的勢力との一切の関係遮断、不当要求の

拒絶のための体制を整備する。 

 

 

 

https://www.autobacs.co.jp/ja/company/absvision.html#a01
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(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制  

 

① 取締役の職務執行に係る情報は、文書管理および機密情報管理等に係る社内規程に基づ

き、その保存媒体に応じた適切かつ確実な検索性の高い状態で保存・管理する。 

② 取締役または監査等委員会は、取締役の職務執行を監査または監督するために必要な場

合は、これらの文書等をいつでも閲覧することができる。  

 

(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制   

 

① リスクの的確な把握・評価と適切なコントロールを行うリスクマネジメント体制に加

え、重大事案が発生した場合における、被害拡大防止や損害・損失の極小化を可能とす

る危機管理態勢を統合した、統合リスクマネジメント態勢を確立する。  

② 代表取締役社長を委員長とするリスクマネジメント委員会が、リスクマネジメント年度

方針を策定し、当該方針およびリスクマネジメントに係る規程に基づき、リスクマネジ

メント活動を円滑、適正に推進する。  

③ 統合リスクマネジメント態勢の実効性と妥当性について、内部監査により監査し、定期

的に取締役会および監査等委員会に報告する。 

④ 重大な危機が発生した場合には、危機管理に係る規程等に基づき、リスクマネジメント

委員会の長である代表取締役社長が危機対応本部を設置し、自ら指揮を執り、迅速かつ

適切な対応と早期復旧に努める。  

 

(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制  

 

① 取締役会における議論の質の向上および迅速な意思決定を行うため、取締役を適正な員

数に保つ。  

② 取締役会は、業務執行の合意形成の場として審議会を設置する。審議会は、取締役会決

議事項に係る事前審議等を行い、取締役会に対して、事前審議結果を含む、意思決定に

十分な情報を提供する。  

③ 取締役会は中長期的な計画および年度経営計画を策定し、それらに沿った事業戦略およ

び諸施策の進捗状況等を定期的に検証する。  

④ 取締役会は、経営機構および業務分掌に基づき、代表取締役、業務執行取締役およびに

業務の執行を委任する。 

⑤ 代表取締役は、事業統括責任者として目標達成に向けた業務執行取締役の職務の執行を

統括する。また、業務執行取締役は、担当領域の具体的な目標を決定するとともに効率

的な業務執行体制を構築する。 
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(5)次に掲げる体制その他の当社およびその子会社から成る企業集団（以下、当社グループとい

う）における業務の適正を確保するための体制  

 

① 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制  

・ 当社は、当社が定める関係会社管理規程および同規程に基づく子会社運営基準にお

いて、子会社の経営内容を的確に把握するため、必要に応じて関係資料等の提出を

求める。  

・ 当社は子会社に、子会社がその営業成績、財務状況その他の重要な情報について当

社に報告するため、取締役会等の重要会議に当社従業員が参加することを求める。  

② 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制  

・ 当社は、当社グループ全体のリスクマネジメントに係る規程を策定し、同規程にお

いて子会社にリスクマネジメントを行うことを求めるとともに、グループ全体のリ

スクを網羅的・統括的に管理する。  

・ 当社は、子会社を含めたリスク管理を担当する機関としてリスクマネジメント委員

会を設置し、グループ全体のリスクマネジメント推進に関わる課題・対応策を審議

する。  

③ 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制  

・ 当社は、子会社の経営の自主性および独立性を尊重しつつ、当社グループ経営の適

正かつ効率的な運営に資するため、子会社管理の基本方針および運用方針を策定す

る。  

・ 当社は、子会社の事業内容や規模等に応じて、取締役会非設置会社の選択や執行役

員制度の導入を認めるなど、子会社の指揮命令系統、権限および意思決定その他の

組織に関する基準を定め、子会社にこれに準拠した体制を構築させる。  

④ 子会社の取締役等および従業員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保す

るための体制  

・ 当社は子会社に、その役員および従業員が「オートバックスセブングループ行動規

範・行動指針」に基づき、社会的な要請に応える適法かつ公正な事業活動に努める

体制を構築させる。  

・ 当社は子会社に、その事業内容や規模等に応じて、適正数の監査役やコンプライア

ンス推進担当者を配置する体制を構築させるとともに、必要に応じて監査役を派遣

する。   

・ 当社は子会社に、監査役が内部統制システムの構築・運用状況を含め、子会社の取

締役の職務執行を監査する体制を構築させる。  

・ 当社は子会社に、法令違反その他コンプライアンスに関する問題の早期発見、是正

を図るために設置したオレンジホットラインを利用する体制を構築させる。 

⑤ その他の当社グループにおける業務の適正を確保するための体制  

・ 当社は、当社と子会社間の情報の伝達や業務の有効な範囲において、ITを適切かつ

有効に利用する。  
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・ 当社の監査等委員会および内部監査部門は、子会社の業務の適正性について調査す

る。 

 

(6)監査等委員会の職務を補助すべき従業員に関する事項  

 

当社では、監査等委員会の職務を補助するため、専任の従業員を置くものとする。従業員の

人数、人選等については、監査等委員会の事前の同意を得るものとする。 

  

(7)前項の従業員の監査等委員でない取締役からの独立性に関する事項  

 

監査等委員会の職務を補助すべき従業員は、監査等委員会の指揮・命令のみに基づき職務を

行うものとする。人事考課は監査等委員会の長が行い、人事異動、処遇については、監査等

委員である取締役と代表取締役が協議する。  

 

(8)監査等委員会の職務を補助すべき従業員に対する指示の実効性の確保に関する事項  

 

当社は、監査等委員会の職務を補助すべき従業員に関し、監査等委員会の指揮・命令に従う

旨を当社の取締役および従業員に周知徹底する。  

 

(9)次に掲げる体制その他の当社の監査等委員会への報告に関する体制  

 

① 当社の取締役および従業員等が監査等委員会に報告するための体制  

・取締役は、子会社に関する事項も含め、その職務の執行状況について、取締役会等の

重要会議やその他の機会を通じて監査等委員会に定期的に報告を行うほか、必要の

都度、遅滞なく報告する。  

・取締役および従業員は、監査等委員会から業務に関する報告を求められた場合、また

は監査等委員会が当社グループの業務および財産の状況を調査する場合は、迅速か

つ的確に対応する。  

・取締役および部門の長は、法令等の違反行為等、会社に著しい損害を及ぼした事実ま

たは及ぼすおそれのある事実を発見した場合は、直ちに監査等委員会に報告する。 

② 子会社の取締役、監査役および従業員等から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報

告をするための体制  

・子会社の役員および従業員は、当社監査等委員会から業務に関する報告を求められた

場合は、速やかに適切な報告を行う。  

・子会社の役員および従業員は、法令等の違反行為等、当社または当社の子会社に著し

い損害を及ぼすおそれのある事実については、これを発見次第、直ちに子会社内に

おいてしかるべき報告を行うとともに、当社の子会社を管理する部門へ報告を行う

か、またはオレンジホットラインに通報する。  
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・当社内部監査部門および内部統制部門は、定期的に当社監査等委員会に対する報告会

を実施し、子会社における内部監査、コンプライアンス、リスク管理等の現状を報

告する。  

・オレンジホットラインの担当部門は、当社グループの役員および従業員からの内部通

報の状況について、通報者の匿名性に必要な処置をした上で、定期的に取締役会お

よび監査等委員会に対して報告する。  

 

(10)監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないこ

とを確保するための体制  

 

当社は、監査等委員会への報告を行った当社グループの役員および従業員に対し、当該報告

をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役員お

よび従業員に周知徹底する。 

 

(11)監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続その他の当該職務

の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項  

 

① 監査等委員会がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をしたとき

は、担当部門において審議の上、当該請求に係る費用または債務が監査等委員会の職務

の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理す

る。 

② 監査等委員会の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、毎年、一定額の予算

を設ける。  

 

(12)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制  

 

① 監査等委員会の監査機能の向上のため、社外監査等委員の選任に当たっては、専門性の

みならず独立性を考慮する。 

② 監査等委員会、会計監査人、内部監査部門等は、情報・意見交換等を行うための会合を

定期的に開催し、緊密な連携を図る。  

③ 代表取締役は、取締役の職務執行の監査および監査体制の整備のため、監査等委員会と

定期的に会合を開催する。  

④ 監査等委員会が職務の遂行に当たり必要な場合は、弁護士または公認会計士等の外部専

門家との連携を図る体制を整備する。 

 

2006年５月 19日制定  

直近改定日 2025年７月１日  
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２．業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 

 

当社は、取締役会が定めた「内部統制システム構築の基本方針」に基づき、内部統制担当部門を

中心に、体制の整備とその適切な運用に努めております。 

 

｢当事業年度の運用状況の概要｣ 
 

(1)取締役および従業員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 

 

① 当事業年度において、ガバナンス委員会を 15 回開催し、取締役（監査等委員である取締

役を除く。）の報酬制度、取締役候補者（監査等委員である取締役候補者を含む。）および

会社機関設計等について検討いたしました。 

② 監査等委員でない社外取締役２名と社外監査等委員２名全員で構成する独立社外役員連

絡会を年５回開催し、代表取締役に対して提言を行いました。 

③ 「オートバックスセブングループ行動規範・行動指針」に基づき、グループ内通報制度で

ある「オレンジホットライン」窓口を運用し、当社グループ内だけでなく加盟法人を含め

たチェン全体を範囲とし、社外の通報窓口を通じて内部通報を受け付けました。 

④ 内部監査部は、業務の適正性および有効性について監査を行いました。 

⑤ 「コンプライアンス基本規程」に基づき、全従業員に対しインサイダー取引規制や情報セ

キュリティに関するコンプライアンス教育を実施いたしました。 

⑥ 「危機管理規程」および「オレンジホットライン規程」に基づき、各機能を主管する部門

の長は、取締役会で重大事案およびオレンジホットライン通報案件に関して、その発生の

状況等について報告するとともに、監査等委員会その他関係部署とも情報共有を行いまし

た。なお、重大事案報告およびオレンジホットライン通報案件のうち特にチェン全体で取

り組みが必要な事項については、適宜注意を喚起し、チェン全体に対して対応を呼びかけ

ました。 

 

(2)損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

 

① リスクマネジメント委員会は、年次で設定されたリスク課題について、その実行状況をモ

ニタリングいたしました。また、総務部、法務部、カーライフサポートセンター、内部監

査部が連携することでリスクマネジメント委員会によるリスクのモニタリングと年次課

題の実行状況の把握を補佐いたしました。 

② 大規模な災害等の重大な危機が発生した場合は「危機管理規程」および「BCP（事業継続計

画）マニュアル」に基づき危機対応本部を立ち上げ、迅速な対応を執る体制を確保してお

ります。前事業年度に続き当事業年度においても年２回の訓練を行いました。グループ各

社に対しても重大な危機が発生した際のルールや使用するツールの統一を図り、より実効

性を高める改善を継続しております。 
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(3)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

 

① 当事業年度において取締役会を 16 回開催し、重要な事項について審議、決定いたしまし

た。また、各分野を担当する取締役から長期ビジョン「Beyond AUTOBACS Vision 2032」、

2024 中期経営計画「Accelerating Towards Excellence」、年度経営計画に基づき業務執

行について報告を受けました。 

② 当事業年度において審議会を 12 回開催し、取締役会決議事項について、事業収益性およ

びリスク等について検討を行い、取締役会が十分な情報に基づいて適切な判断をするため

の事前審議を行いました。審議会では取締役会決議事項に対する事前審議に加え、戦略に

関する議論や、情報の共有・提供など、幅広い事項を取り扱っております。 

 

(4)当社グループにおける業務の適正を確保するための体制 

 

内部監査部は、当社グループの業務の適正性および有効性について監査を行い、また、財務報

告の信頼性にかかる内部統制の評価を行いました。当社の内部監査部・監査等委員会室を中心

に当社の従業員が子会社の監査役に就任し、子会社の業務執行の適正性、経理財務状況につい

ての監査を行いました。また、係る各活動について、内部監査部は月次で常勤監査等委員に対

して詳細報告し、かつ、監査等委員会に纏め報告を行いました。 

 

(5)監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

 

① 監査等委員会を補助する組織として監査等委員会室を設置し、内部統制システムの構築・

運用の知見を保有し、独立性を有する専任の従業員を複数名配置し、子会社の監査役に就

任するなど監査等委員会の監査の実効性を確保しております。 

② 監査等委員会では監査事項について検討・審議したほか、代表取締役社長、部門の長や、

業務監査の過程で発見された事項について関連部門から状況をヒアリングし、改善すべき

事項について提言をいたしました。また、監査等委員全員が取締役会、審議会に出席し、

適時、質問し、または意見を述べました。なお、社外監査等委員は全てのガバナンス委員

会に出席し、指名、報酬およびその他ガバナンスに関する事項に係る答申や提言をしてお

ります。 

③ 監査等委員会は会計監査人と月次で情報交換会を行いました。 

④ 監査等委員会は当事業年度において子会社監査役を担当する部門とのミーティングを月

１回開催するとともに、子会社の監査役等を参加者としたグループ監査役等連絡会を年２

回開催したほか、子会社監査役個別情報共有会を実施するなど、子会社の監査および内部

統制の状況について情報・意見交換を行い監査等委員会の監査が実効的に行われるように

努めました。また、内部統制システムの実効性を点検するため、子会社については 10 社

（うち海外１社）の往査およびリモートによる監査を実施いたしました。 

なお、内部統制システムの構築および運用状況については、適宜、取締役会に報告され、
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また監査等委員会および内部監査部は、業務監査や内部統制の評価を通じて、内部統制シ

ステムの有効性を継続的に監査するとともに、内部統制の不備については是正を求め、是

正状況の進捗を確認しております。 
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■ 会社支配に関する方針 

 

 当社は、2024 年 3 月 27 日開催の取締役会において、｢株式会社の支配に関する基本方針｣につ

き、以下のとおり、決定しております。 

 

 当社は、1974年にオートバックス第 1号店を出店して以来、一貫してオートバックス本部、直

営店および当社とフランチャイズ契約を締結する国内外の加盟店で構成するオートバックスフラ

ンチャイズチェンを充実、発展させることにより、お客様の豊かなカーライフに貢献することを

目指してまいりました。 

現在においても、当社グループは当時の理念を継承しつつ、2023年度には「社会の交通の安全

とお客様の豊かな人生の実現」をパーパス（存在意義）と定め、2032年度を目標年度とした進化

の方向性（ありたい姿）を「『出かける楽しさ』を提案し続ける会社」と明示し、パーパスへの貢

献に向けた取り組みを、迅速、果断な意思決定によって推進するとともに、お客様と社会にとっ

てなくてはならない企業グループを目指し、日々取り組んでおります。 

 今後につきましても、オートバックスフランチャイズチェンを基幹事業と位置付けつつ、最適

なポートフォリオの構築による事業のさらなる発展を目指す一方、継続的なコーポレート・ガバ

ナンスおよび IRの強化に努め、当社グループの経営の透明性を一層向上することが株主をはじめ

とするステークホルダーの皆様の利益の極大化に資するものと考えております。 

 従いまして、当社の財務および事業方針の決定を支配する者としては、オートバックスフラン

チャイズチェンにおける加盟店・取引先や新たな事業領域における提携先、それら従業員等との

相互信頼関係の重要性を理解し、中長期の企業価値、株主共同利益を向上させる意思と能力を有

する者でなければならないと確信しています。 
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■ 会計監査人の状況 

 

①名称  有限責任監査法人トーマツ 

 

②報酬等の額 

 報酬等の額(百万円) 

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 88   

当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の

財産上の利益の合計額 
99   

（注）1．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に

基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できないため、

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。 

２．当社の重要な子会社のうち AUTOBACS FRANCE S.A.S.は、当社の会計監査人以外の監査

法人の法定監査を受けております。 

    

③非監査業務の内容 

当社は、有限責任監査法人トーマツに対して企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」

導入に関する現状調査影響分析等に関する助言業務についての対価を支払っております。 

 

④会計監査人の報酬等について監査等委員会が同意した理由 

監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務

指針」を踏まえ、取締役、社内関係部署および会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取

を通じて、前事業年度の監査実務の分析・評価、会計監査人の職務遂行状況、監査計画における

監査時間・配員計画および報酬見積りの相当性などを確認し、検証した結果、会計監査人の報酬

額につき、会社法第399条第３項の同意を行っております。 

 

⑤会計監査人の解任または不再任の決定の方針 

監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障のある場合等、その必要があると判断した場

合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたしま

す。 

また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監

査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定し

た監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨およびそ

の理由を報告いたします。  
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■ コーポレート・ガバナンス 

 

（１）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

当社は、「パーパス」、「オートバックスセブングループ行動規範・行動指針」および「オート

バックスセブングループサステナビリティ基本方針」等に基づき、全てのステークホルダーに

配慮した経営を行うとともに、社会の公器として、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上

を実現し、社会に貢献するため、継続的なコーポレート・ガバナンスの強化に努めます。 

この基本的な考え方のもと、業務執行と監督の分離や、迅速かつ果断な意思決定と適切なモ

ニタリングに取り組むなど、公正かつ透明性ある経営を実現する仕組みを構築し、それらを実

質的かつ十分に機能させることに努めます。 

《パーパス》 

社会の交通の安全とお客様の豊かな人生の実現 

 

（２）コーポレート・ガバナンス体制 

当社は、業務執行と監督を分離し、迅速かつ果断な意思決定と適切なモニタリングを両輪と

する、より実効的なコーポレート・ガバナンス体制を実現し、持続的な成長と中長期的な企業

価値の向上を目指すため、監査等委員会設置会社の特徴を生かしつつ、以下によりコーポレー

ト・ガバナンス体制のさらなる増強を行っております。 

  a. ３分の１以上の独立社外取締役の選任：監督機能の強化、一般株主の利益保護 

b．取締役会の諮問機関である委員会の設置：透明性、客観性および適正性の確保 

c. 常勤監査等委員および選定監査等委員の選定：監査等委員会活動の実効性確保、監査機能

の強化 

d．小売と卸売を軸とした報告セグメント：ポートフォリオの最適化 

e．監査等委員による事業責任者や経営幹部候補等との定期的なミーティングの開催：モニタ

リングの強化 

 

｢経営、業務執行体制｣ 

① 取締役会 

  取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、当社の持続的な成長と中長期的

な企業価値の向上を目指すため、中長期的な方向性および年度経営計画のほか、法令または定

款で定められた事項および会社の事業活動に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職

務執行の監督を行っております。 

 

  取締役会の運営 

取締役会は、取締役会において定める取締役が議長を務め、取締役８名（うち監査等委員

である取締役３名）、うち独立社外取締役４名（うち監査等委員である取締役２名）で構成し、

原則として月１回開催しております。また、取締役が十分な情報に基づいて適切に判断でき

るよう、取締役会決議事項に内在するリスクおよびその対策等を事前に審議する場として審
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議会を設けています。審議会では、取締役会決議事項に対する事前審議に加え、戦略に関す

る議論や、情報の共有・提供など、幅広い事項を取り扱っております。 

 

取締役会の構成 

・知識・経験・能力※のバランスを重視し、当社事業に精通した社内取締役と、女性１名を

含む多様な経歴を持つ社外取締役によって構成 

・ジェンダーや国際性、職歴、年齢を含む多様性と適正規模についても十分に検討し決定 

※当社グループが中期経営計画で目指す成長を支え、企業価値を持続可能な方法で中長

期的に高める上で中核を担う取締役会は、その責務を果たすため、適切な知見・経験

を有する取締役から構成されることが重要と考えております。 

当社グループにおきましては、「経営経験」「資本コスト経営・財務戦略」「ポートフォ

リオ運営」「組織・人材戦略」をはじめとする知見・経験を、特に重要視しております。 

 

② 監査等委員会 

  監査等委員会は、監査等委員である取締役３名、うち独立社外取締役２名により構成し、株

主に対する受託者責任を踏まえ、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向けて、経

営の健全性を確保するため、選定監査等委員を通じた監査および内部監査部監査を通じた内部

統制システムによる監視・検証を通じて、取締役の職務執行を監査しております。 

  また、監査等委員は重要会議や会計監査人との会合へ出席するとともに、常勤監査等委員は、

監査環境の整備を行うほか、重要書類の閲覧等により社内情報を収集し、重要事項については

他の監査等委員にも共有しております。  

 

③ ガバナンス委員会 

  ガバナンス委員会は、取締役会の諮問機関として設置され、社外取締役を委員長とし社外取

締役全員、取締役会議長および代表取締役により構成し、原則として月１回開催しております。 

  ガバナンス委員会は、取締役会に対して以下の事項に関する答申および提言を行うことで、

取締役会の機能の独立性、客観性および説明責任の強化により取締役会の監督機能を高め、コ

ーポレート・ガバナンスの一層の深化を図っております。 

a．取締役候補者（監査等委員である取締役候補者を含む。）の選任および解任 ※役付を含

む 

b. 代表取締役の選定および解任、サクセッション・プラン 

c. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬体系 

d. コーポレート・ガバナンスに関するその他の事項 

 

④ リスクマネジメント委員会 

リスクマネジメント委員会は、代表取締役社長を委員長とし業務執行取締役により構成し、

社外取締役および監査等委員である取締役がオブザーバー参加をしております。 

原則として年に１回開催し、リスクマネジメント年度方針を策定し、リスクマネジメントの
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円滑、適正な構築・推進に努めております。 

 

｢監査の状況｣ 

① 監査等委員会監査の状況 

  監査等委員会は、監査等委員３名（うち独立社外取締役２名）で構成され、監査の基準、方

針および計画等を定め、選定監査等委員および内部監査部等と連携した内部統制システムを通

じて監査の実施状況および結果について報告を受けるほか、常勤監査等委員を中心に取締役お

よび会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めており

ます。 

 また、監査等委員会は取締役会、審議会等の重要会議に出席し、経営に関する重要な事項に

ついて報告を受け、必要に応じて説明を求めることで、取締役の職務執行の監査を行っており

ます。 

 監査等委員会の機能強化を図るため、常勤監査等委員を選定し、また、財務・会計に関する

知見を有する監査等委員および独立性を有する監査等委員を選定するとともに、監査等委員会

の職務を補助する従業員を複数名配置し、監査等委員会監査の実効性を高める体制を整備して

おります。 

 なお、財務・会計に関する知見を有する者とは、常勤監査等委員の池田知明および社外・常

勤監査等委員の小泉正己の２名であり、その内容は以下のとおりであります。 

 池田知明：事業会社において長年にわたる財務および会計業務の経験を有しており、さらに、

当社において、監査等委員でない取締役として経営に参画し、経理・財務分野を担

当いたしました。 

 小泉正己：事業会社において、長年にわたる財務および会計業務の経験を有しております。 

  選定監査等委員として、常勤監査等委員の池田知明および社外・常勤監査等委員の小泉正己

の２名を選定しております。 

 

② 内部監査状況 

  内部監査は代表取締役の直轄組織で、業務部門から独立した内部監査部が担当しており、監

査等委員会と連携しつつ、監査を実施しております。内部監査部は、従業員数８名の体制にて、

リスクベース・アプローチにより策定した監査計画に基づき、監査対象である当社および子会

社の業務に対し、リスク低減・不祥事防止のための法令等遵守、業務の有効性・効率性の向上、

財務報告の信頼性および資産の保全の観点から、各事業が適正に業務執行されていることを監

査するとともに、金融商品取引法の内部統制システムの評価を行っております。なお、取締役

会において、内部監査活動の結果や計画、内部統制の状況等について、毎年、定期的な報告を

行っております。また、内部監査員は、子会社の監査役を兼務しております。 

 監査および評価結果は、代表取締役および監査等委員会等に適宜報告するとともに、不正お

よび不備がある場合は、フォローアップ監査を行っております。また、内部監査活動につきま

しては、代表取締役へ定期的な報告を行うとともに、監査等委員会と月次にて意見交換を行っ

ております。 
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  なお、代表取締役に関する有事の場合は、監査等委員会からの指示が優先され、指示・報告

系統が変更される旨、社内規程にて規定されております。 

  関連部門等の連携につきましては、監査等委員会および内部統制部門である総務部との間で、

また、監査等委員会および会計監査人との間で、月次または必要に応じて随時、報告会や意見

交換会を開催し、監査結果および内部統制状況の報告や意見交換を行うことで、連携に努める

とともに、監査または内部統制システムの評価の結果、不備が発見された場合には、監査等委

員会および内部監査部は、内部統制部門を含む各部門または子会社に是正指示を出し、その是

正状況を継続的に確認しております。 

 

③会計監査 

当社は、有限責任監査法人トーマツとの間で監査契約を締結し、会計監査を受けております。 
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「ご参考」ガバナンス体制図 

 

名称 定期開催 議長・委員長 

取締役 

監査等委員である取締
役を除く 

監査等委員である取締
役 

社内 社外 社内 社外 

取締役会 原則月 1 回 
取締役会の定
めるところに
より選任 

● ● ● ● 

監査等委員会 原則月 1 回 
委員の互選に
より監査等委
員より選任 

－ － ● ● 

ガバナンス委
員会 

原則月 1 回 
委員の互選に
より社外取締
役より選任 

● 
(取締役会議

長および代

表取締役) 

● － ● 

リスクマネジ
メント委員会 

原則年 1 回 
代表取締役 

社長 
● 〇 〇 〇 

●：出席対象者  〇：オブザーバー 

 

（３）取締役会の実効性評価結果の概要 

当社は、取締役会がその役割を適切に果たしていることを検証し、また、取締役会における課

題を見出し、継続的な改善を行うことを目的として、取締役会の実効性に関する分析・評価を行

っております。 

 

① 評価の方法  

当事業年度（2025 年度）の実効性評価は、「取締役会全体評価」、「取締役会の運営」、「取締役

会の構成」、「取締役会の議題」、「取締役会の議論と意思決定プロセスについて」、「社外取締役

に対する支援体制」、「監査等委員会」、「ガバナンス委員会」、「投資家・株主との関係」、「2024

年度指摘課題への対応」等の評価項目に対し、全ての取締役が選択式および記述式で回答いた

しました。また、2022年度に、専門的な知見を有する第三者機関の支援を受けて導入した「取

締役会議案の重要度と議論量に関するギャップ分析」についても、今後の取締役会の討議テー

マの参考として、引き続き実施しております。これらの結果を踏まえ、取締役会およびガバナ

（2026年4月1日現在）

株主総会

会計監査人

内部監査部

ガバナンス委員会（指名諮問／報酬諮問等）

リスクマネジメント委員会

選解任 選解任 選解任

経営会議

連携
(諮問機関)

監査

監査

監査

取締役（監査等委員である取締役を除く）

代表取締役社長

指示／報告

指示／報告／承認

指示／

報告／

承認

担当部門 ／ 関係会社等

指示／報告

取締役会

指示／報告／承認

取締役（監査等委員）

監査等委員会
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ンス委員会で複数回にわたり議論を行い、評価結果を確定いたしました。 

 

② 評価結果の概要 

当事業年度の評価の結果、取締役会、監査等委員会およびガバナンス委員会は、概ねその実

効性が確保されていることが確認されました。特に、取締役会においては、中長期的な戦略テ

ーマに関する討議時間の増加や、運営面および議題設定の改善を通じて、戦略に関する実質的

な議論が行われるようになってきている点を評価する意見が見られました。また、社外取締役

に対する支援体制ならびに監査等委員会およびガバナンス委員会の運営については、引き続き

高い水準を維持しているとの評価が得られました。 

一方で、中長期戦略に関する議論については、取締役会としての視点から、さらに深掘りし

ていく余地があることが確認されました。あわせて、グループ会社の拡大を踏まえたグループ

ガバナンスおよびサイバーセキュリティを含む全社的リスクへの対応、並びに投資家・株主と

の対話のあり方についても、引き続き検討を要する課題であるとの認識が共有されました。 

これらの課題を踏まえ、取締役会では、中長期戦略について、その前提条件や方向性、主要

リスク等を論点として、年間を通じて継続的に議論を深めていくことを決定しております。 

また、全社リスクの優先順位を明確にしたうえで、グループガバナンスの強化に向けた定期

的なモニタリングおよび議論を行うとともに、投資家・株主との対話および戦略発信のあり方

についても、取締役会として議論を深めていく方針としております。 

当社は、今回の実効性評価の結果を踏まえたこれらの取り組みを着実に実行することにより、

取締役会の実効性を一層高め、持続的な成長と企業価値の向上を図ってまいります。 

 

（４）コンプライアンス 

当社は、コンプライアンス体制の強化を進めるとともに、法令や倫理に適った事業活動の重要

性を、本社をはじめ子会社、フランチャイズ店舗を含むオートバックスグループの全店に周知徹

底しています。 

 法令や企業倫理の遵守は当然のことです。その大前提のもと、全てのステークホルダーの正当

な期待に応える「行動規範」と「行動指針」を明確に定義し、それらを基本原理として、コンプラ

イアンスの徹底と啓発活動を推進しています。コンプライアンス状況を点検する仕組みとして、

関連部門で構成する「統合リスクマネジメント事務局協議会」を毎月実施し、「行動規範」「行動

指針」から外れた行為の有無について確認しています。問題が認識された場合には迅速に対応す

る体制を構築しています。 
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連結株主資本等変動計算書 
 

( 2025年４月１日から 
2026年３月 31日まで ) 

（単位：百万円）  

 
株 主 資 本 

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計 

当 期 首 残 高 33,998 34,138 66,246 △6,060 128,323 

当 期 変 動 額      

剰 余 金 の 配 当   △4,710  △4,710 

親会社株主に帰属する当期純利益   8,352  8,352 

自 己 株 式 の 取 得    △0 △0 

自 己 株 式 の 処 分   △11 72 61 

持分法適用会社に対す
る持分変動に伴う自己
株 式 の 増 減 

   △0 △0 

非支配株主との取引に
係る親会社の持分変動 

 △45   △45 

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 

     

当 期 変 動 額 合 計 － △45 3,630 71 3,656 

当 期 末 残 高 33,998 34,092 69,877 △5,988 131,980 

 

 

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 

非支配株主持分 純資産合計 そ の 他 有 価 証 券 
評 価 差 額 金 

為替換算 
調整勘定 

その他の包括利
益累計額合計 

当 期 首 残 高 1,736 1,748 3,484 155 131,963 

当 期 変 動 額      

剰 余 金 の 配 当     △4,710 

親会社株主に帰属する当期純利益     8,352 

自 己 株 式 の 取 得     △0 

自 己 株 式 の 処 分     61 

持分法適用会社に対す
る持分変動に伴う自己
株 式 の 増 減 

    △0 

非支配株主との取引に
係る親会社の持分変動 

    △45 

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 

50 732 783 216 1,000 

当 期 変 動 額 合 計 50 732 783 216 4,657 

当 期 末 残 高 1,786 2,481 4,267 372 136,621 
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連結注記表 

 

〔連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等〕 

１．連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社の数 

50 社（新規 11 社  除外 １社） 

 

(2) 主要な連結子会社の名称 

株式会社オートバックス関東販売 

株式会社オートバックス西日本販売 

AUTOBACS FRANCE S.A.S. 

株式会社東葛ホールディングス 

オトロンカーズ株式会社 

株式会社 CAP 

株式会社ホットスタッフコーポレーション 

株式会社オートバックスフィナンシャルサービス 

 

２．持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法適用関連会社の数 

13 社（新規 ２社  除外 １社） 

 

(2) 主要な持分法適用関連会社の名称 

株式会社バッファロー 

株式会社北日本オートバックス 

広東香百年控股集団有限公司 

 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

  連結子会社の決算日が連結決算日と異なる会社は次のとおりであります。 

         会 社 名                    決 算 日  

 澳徳巴克斯（中国）汽車用品商業有限公司           12 月 31 日 

 AUTOBACS KOREA CO., LTD.                  12 月 31 日 

 株式会社ユータムエンタープライズ              ６月 30 日 

 連結決算日現在で本決算に準じた仮決算を行った財務諸表を基礎としております。 

 

４．会計方針に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券の評価基準及び評価方法 

満期保有目的債券 償却原価法（定額法）を採用しております。 

その他有価証券 

市場価格のない株式等以外のもの 時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定）を採用しております。 

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法を採用しております。 

② デリバティブの評価基準及び評価方法 

デリバティブ 時価法を採用しております。 

③ 棚卸資産の評価基準及び評価方法 

カー用品等 主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用し

ております。 

車両 個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しております。 
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(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産 

（リース資産・使用権資産を除く） 

定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は次のとおりであり

ます。 

ａ．店舗用建物及び構築物 当社グループが独自に見積もった経済耐用年数によっておりま

す。なお、事業用定期借地権が設定されている賃借地上の建物及

び構築物については、当該契約年数を耐用年数としております。 

建物及び構築物 ３～20 年 

ｂ．上記以外のもの 

建物及び構築物 ３～45 年 

機械装置及び運搬具 ２～22 年 

工具、器具及び備品 ２～20 年 

② 無形固定資産（リース資産を除く） 

 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、当社グループ内における利用可

能期間（５年）に基づく定額法によっております。 

③ リース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。なお、所有権移転外ファイ

ナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が 2008 年３月 31 日以前の借手としてのリース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

④ 使用権資産 

 在外連結子会社が、IFRS 第 16 号（リース）を適用したことにより計上した使用権資産については、定額

法を採用しております。 

 

(3) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

 金銭債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。 

② 役員退職慰労引当金 

 連結子会社の一部は、役員の退職慰労金の支出に備えて、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を

計上しております。 

 

(4) 退職給付に係る会計処理の方法 

 小規模企業等における簡便法の採用 

 一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要

支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。 

 

(5) 重要な収益及び費用の計上基準 

① 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準 

 リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。 

② 顧客との契約から生じる収益の計上基準 

 当社および連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容

および当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。 

 当社および連結子会社は、セグメントごとに下記事業を行っております。 

・「オートバックス事業」：国内フランチャイズ加盟法人に対してタイヤ・ホイールおよびカーエレクトロニ

クス等、カー用品等の卸売を行っております。また、主に国内外の一般消費者に対して、カー用品等の販

売および取付サービス、車検・整備、板金・塗装ならびに車販売を行っております。 

・「コンシューマ事業」：オートバックス事業以外の小売りとして、一般消費者に対してタイヤを中心とした

カー用品等の販売や車販売を行っております。また、自社サイトおよび公式アプリを通じて、実店舗と連

携しカー用品等の提供を行っております。さらに、法人顧客に対するカー用品等の販売や車検・整備、板

金事業等を行っております。 

・「ホールセール事業」：主に国内外のホームセンター等の小売業者に対して、カー用品等の卸売・輸出販売
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を行っております。また、ライフスタイルブランドをはじめとするプライベートブランド等の卸売を行

っております。 

・「拡張事業」：主に子会社を通じて、クレジット関連事業、保険代理店、国内フランチャイズ加盟店におけ

る個別信用購入あっせんおよび提携カードの発行を行うほか、同加盟法人等に対する備品等のリースを

行っております。また不動産関連のデベロップメント事業や、特定小型原動機付自転車をはじめとした

次世代マイクロモビリティの取り扱いを行っております。 

 これらの取引について当社および連結子会社は、商品の販売については商品の引渡、サービス等につい

てはサービスの提供という履行義務を負っております。履行義務を充足する通常の時点については、商品

の販売については商品の引渡時点に、サービス等についてはサービス等の提供完了時において顧客が当該

商品およびサービス等に対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判断していることから、商品の引

渡時点又はサービス等の提供完了時に収益を認識しております。 

 また、商品の販売については、収益は顧客との契約において約束された対価から返品および返品される

と見込まれる相当額、値引きおよび割戻し等を控除した金額で測定しております。 

 取引の対価は履行義務を充足してから概ね１カ月以内に受領しており、重要な金融要素は含まれており

ません。 

 

(6) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準 

 外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して

おります。なお、在外子会社等の資産および負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益お

よび費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における「為替換算調整勘定」および

「非支配株主持分」に含めて計上しております。 

 

(7) 重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 振当処理を採用しております。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段   通貨スワップ 

 ヘッジ対象   外貨建買掛金 

③ ヘッジ方針及びヘッジの有効性評価の方法 

 外貨建取引に係る将来の為替相場の変動リスクを回避する目的で、外貨建買掛金の残高および予定取引

高の範囲内でヘッジする方針であり、有効性の評価を行い、経理部門においてチェックする体制をとって

おります。 

 

(8) のれんの償却方法及び償却期間 

 のれんの償却については、20 年以内の合理的な期間に基づく定額法により償却を行っております。 

 

〔表示方法の変更〕 

前事業年度において、営業外費用の「その他」に含めて表示しておりました「為替差損」は、当事業年度にお

いて「為替差益」となり、かつ、営業外収益の総額の 100分の 10 を超えたため、当事業年度より独立掲記する

こととしております。 

なお、前事業年度における「為替差損」は 68 百万円であります。 

 

〔会計上の見積りに関する注記〕 

有形及び無形固定資産に対する減損会計について 

(1) オートバックス事業に係る店舗固定資産の減損評価 

① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額 

有形固定資産 42,482 百万円 

② 会計上の見積りの内容について連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報 

 来店される顧客に対してカー用品の販売および車のメンテナンスなどのサービスを提供する店舗を展開

するオートバックス事業は当社グループの主要な事業であります。当該事業に係る有形固定資産残高は

42,482 百万円、総資産の 17.7％となっております。 

 当社グループはオートバックス事業において、店舗を運営する上で必要な建物などの主たる資産や車の
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メンテナンスなどのサービス提供に用いる工具器具などの資産を保有しております。 

 オートバックス事業に係る資産グループについてはキャッシュ・フローを生み出す最小単位を店舗とし

て資産をグルーピングしております。土地の時価の著しい下落や継続的な営業損失等が発生した店舗につ

いては、減損の兆候を識別しております。国内においては減損の兆候を識別した店舗のうち、割引前将来キ

ャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回ることになった店舗については、帳簿価額を回収可能価額まで

減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として認識されます。海外においては減損の兆候を識別した店舗の

うち、割引後将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回ることになった店舗については、帳簿価額を

回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として認識されます。 

 回収可能価額は使用価値と正味売却価額のいずれか高い価額としており、その際に用いられる割引率は

加重平均資本コストを基礎として算出しております。 

 減損損失の認識の判定および使用価値の算定において用いられる将来キャッシュ・フローは過去の実績

や趨勢、経営環境などの外部要因に関する情報や当社グループが用いている予算などの内部情報を総合的

に加味して、資産グループの現在の使用状況や合理的な使用計画等を考慮して合理的に見積もっておりま

す。具体的には各店舗の将来収益予測と営業利益予測が重要な仮定に含まれております。 

 各店舗の将来収益予測および営業利益予測は、直近年度の客単価や客数といった実績を基礎として、市

場の成長率、店舗毎の個別の事情を勘案した収益の回復・向上等を反映した見積りを行っております。 

 当該見積りを基に建物などの主要な資産の経済的残存使用年数を当該将来キャッシュ・フローにおける

見積期間とし、それまでの当該期間に基づく趨勢を踏まえた成長率の仮定をおいて合理的に見積もってお

ります。 

 経営者は当該見積りおよび当該仮定について、合理的であると考えております。しかしながら、将来の不

確実な経済状況の変動等により当該見積りおよび当該仮定に関して見直しが必要になった場合、将来キャ

ッシュ・フローを引き下げる要因を織り込み、その結果、翌連結会計年度以降の連結計算書類において追加

の減損損失（特別損失）が発生する可能性があります。 

 

(2) オートバックス事業以外ののれん等の評価 

① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額 

無形固定資産 16,639 百万円 

うち、のれん 8,019 百万円 

うち、その他 2,882 百万円 

投資有価証券 14,301 百万円 

うち、投資有価証券に含まれるのれん相当額 312 百万円 

 

② 会計上の見積りの内容について連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報 

 当社は 2024 中期経営計画「Accelerating Towards Excellence」に基づき、コンシューマ事業、ホールセ

ール事業といったオートバックス事業以外の事業への投資を推進しております。 

 個々の投資に含まれるのれんおよびその他の無形固定資産、投資有価証券に含まれるのれん相当額の帳

簿価額はのれんが 8,019 百万円、その他の無形固定資産が 2,882 百万円、投資有価証券に含まれるのれん

相当額が 312 百万円、合計 11,214 百万円となり、総資産の 4.6％となっております。 

 オートバックス事業以外の事業を展開している会社について、超過収益力を反映した価額で買収を行っ

ており、その結果生じたのれんやその他の無形固定資産が計上されております。のれんおよびその他の無

形固定資産における資産グループについては、法人全体もしくは店舗など関連する資産グループに合理的

な基準で配分して当該資産をグルーピングしております。 

 継続的な営業損失等が発生した資産グループについては減損の兆候を識別しております。減損の兆候を

識別した資産グループのうち、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回ることになった資

産グループについては、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として認識さ

れます。 

 回収可能価額は使用価値と正味売却価額のいずれか高い価額としており、その際に用いられる割引率は、

加重平均資本コストを基礎として算出しております。 

 減損損失の認識の判定および使用価値の算定において用いられる将来キャッシュ・フローは過去の実績

や趨勢、経営環境などの外部要因に関する情報や当社グループが用いている予算などの内部情報を総合的
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に加味して、資産グループの現在の使用状況や合理的な使用計画等を考慮して合理的に見積もっておりま

す。具体的には将来キャッシュ・フロー予測が重要な仮定に含まれております。 

 各資産グループの将来キャッシュ・フロー予測は、直近年度の業績などの実績等を基礎として、期末時点

で予測した売上の成長率、資産グループごとの個別の事情を勘案した収益の回復・向上等を反映した見積

りを行い、見積期間をのれん、その他の無形固定資産、当該資産の配分先の資産グループの主たる資産の経

済的残存使用年数としております。 

 経営者は当該見積りおよび当該仮定について、合理的であると考えております。しかしながら、将来の不

確実な経済状況の変動等により当該見積りおよび当該仮定に関して見直しが必要になった場合、将来キャ

ッシュ・フローを引き下げる要因を織り込み、その結果、翌連結会計年度以降の連結計算書類において追加

の減損損失（特別損失）が発生する可能性があります。 

 

〔連結貸借対照表に関する注記〕 

１．担保に供している資産 

受取手形 

商品 

建物及び構築物 

機械装置及び運搬具 

土地 

346 百万円 

404 百万円 

584 百万円 

24 百万円 

999 百万円 

計 2,358 百万円 

担保に係る債務 

買掛金 

短期借入金 

長期借入金 

206 百万円 

401 百万円 

869 百万円 

計 1,478 百万円 

 

２．有形固定資産の減価償却累計額 65,081 百万円 

 

３．記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 

〔連結損益計算書に関する注記〕 

１．減損損失 

 当連結会計年度において、以下の資産グループについて減損損失を計上しております。 

オートバックス事業 

用途 種類 場所 拠点数 
金額 

（百万円） 

店舗 
使用権資産、建物及び構築物、ソフト

ウエア 等 
フランス ５ 1,188 

合 計 ５ 1,188 

 

 当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として店舗等を基本単位としております。 

 継続的な営業損失等が発生した店舗、事業所や退店が決まった店舗において、将来キャッシュ・フローの総額

が帳簿価額を下回ることとなった資産グループについては、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額

を「減損損失」1,188 百万円として特別損失に計上しております。 

 減損損失の内訳は、使用権資産 876 百万円、建物及び構築物 134 百万円、ソフトウエア 133 百万円、機械装

置及び運搬具 26 百万円、工具、器具及び備品 17 百万円、その他 0 百万円であります。 

 なお、原則として当該資産グループの回収可能価額は、正味売却価額と使用価値のいずれか高い価額として

おります。正味売却価額については、回収可能価額を零として算定しております。 

 フランスの資金生成単位の回収可能価額は、国際財務報告基準に基づく公正価値により算定しております。

なお、当該公正価値はインカム・アプローチにより測定しており、割引率は 7.79％であります。 
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２．顧客との契約から生じる収益 

 売上高については、顧客との契約から生じる収益およびそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧

客との契約から生じる収益の金額は、〔収益認識に関する注記〕「(1) 収益の分解情報」に記載のとおりであり

ます。 

 

３．事業譲渡益 

 当社の連結子会社である株式会社オートバックス関西販売が運営するオートバックス住之江店の事業譲渡に

伴い発生したものであります。 

 

４．段階取得に係る差益 

 当社が株式会社ブルー・オーシャンの株式を追加取得し、連結子会社化したことに伴い発生したものであり

ます。 

 

５．記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 

〔連結株主資本等変動計算書に関する注記〕 

１．当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数 

普通株式 82,050,105 株 

 

２．配当に関する事項 

(1) 配当金支払金額 

 

決 議 株 式 の 種 類 
配当金の総額 

（百万円） 

１株当たり配

当 額 （ 円 ） 
基 準 日 効 力 発 生 日 

2 0 2 5 年６月 2 4 日 

定 時 株 主 総 会 
普通株式 2,354 30 2025 年３月 31 日 2025 年６月 25 日 

2025 年 10 月 31 日 

取 締 役 会 
普通株式 2,355 30 2025 年９月 30 日 2025 年 11 月 25 日 

 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 

決 議 株式の種類 
配当金の総額 

（百万円） 
配当の原資 

１ 株 当 た り 

配当額（円） 
基 準 日 効 力 発 生 日 

2026 年６月 23 日 

定 時 株 主 総 会 
普通株式 2,355 利益剰余金 30 2026 年３月 31 日 2026 年６月 24 日 

 

 

〔金融商品に関する注記〕 

１．金融商品の状況に関する事項 

(1) 金融商品に対する取組方針 

 当社グループは、設備投資計画に照らし、必要に応じて主に銀行借入によって資金を調達しております。ま

た、一時的な待機資金は主に安全性の高い金融資産で運用しております。 

 

(2) 金融商品の内容及びそのリスク 

 営業債権である受取手形、売掛金および未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。 

 投資有価証券は、主に上場株式を含むその他有価証券であり、市場価格の変動リスクに晒されております。 

 短期貸付金および長期貸付金はフランチャイズ加盟法人、関連会社等に対するものであり、当該法人等の 

信用リスクに晒されております。 

 当社グループの店舗建物は、ほとんどが独自の仕様であり、貸主より賃借し、フランチャイズ加盟法人へ転
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貸しております。差入保証金の主なものは、当該契約に基づき貸主に差し入れているものであり、貸主の信用

リスクに晒されております。 

 リース投資資産の主なものは、上記店舗建物のうち、当社が所有する資産をフランチャイズ加盟法人へリ

ースしているものであり、当該法人の信用リスクに晒されております。    

 営業債務である支払手形及び買掛金ならびに未払金は、そのほとんどが１ヶ月以内の支払期日であります。 

 短期借入金、長期借入金およびファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に M&A 投資資金や設備

投資資金等に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後 26 年であります。 

 

(3) 金融商品に係るリスク管理体制 

① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理 

 当社は、債権管理規程に従い、営業債権および貸付金について、各事業部が主要な取引先の状況を定期的

にモニタリングし、取引相手ごとに期日および残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収

懸念の早期把握や軽減を図っております。連結子会社についても、当社の債権管理規程に準じて、同様の管

理を行っております。 

② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理 

 投資有価証券について、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、財務状況や市況等

を勘案して保有状況を継続的に見直しております。 

 また、為替や金利等の変動リスクについては金額的重要性が軽微であるため、記載を省略しております。 

③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理 

 当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、必要手許流

動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。連結子会社においては、そのほとんどがグルー

プファイナンス制度によって当社から資金調達を実施しております。 

 

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

 金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することによ

り、当該価額が変動することもあります。 

 

２．金融商品の時価等に関する事項 

 2026 年３月 31 日における連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりでありま

す。 

「現金及び預金」、「受取手形」、「短期貸付金」、「未収入金」、「支払手形及び買掛金」、「短期借入金」、「未払金」

および「未払法人税等」については、現金および短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものである

ことから、記載を省略しております。 

 
連結貸借対照表計上額 

（百万円） 

時 価 

（百万円） 

差 額 

（百万円） 

(1) 売掛金  32,880   

貸倒引当金 ※１ △68   

 32,811 32,197 △614 

(2) リース投資資産 ※２ 3,150 3,332 182 

(3) 投資有価証券 ※３ 5,608 5,092 △516 

(4) 差入保証金  13,367 11,729 △1,638 

資 産 計 54,938 52,351 △2,586 

(1) 社債 ※４ 200 196 △3 

(2) 長期借入金 ※５ 33,323 32,399 △923 

(3) リース債務 ※６ 2,643 2,519 △124 

負 債 計 36,167 35,116 △1,051 
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※１．債権に対応する個別貸倒引当金を控除しております。 

※２．連結貸借対照表計上額との差額は、資産除去債務相当額１百万円であります。 

※３．市場価格のない株式等は、「(3) 投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表

計上額は以下のとおりであります。 

区    分 連結貸借対照表計上額(百万円) 

非上場株式 8,692 

※４．１年内償還予定の社債を含んでおります。 

※５．１年内返済予定の長期借入金を含んでおります。 

※６．１年内返済予定のリース債務を含んでおります。 

 

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項 

 金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性および重要性に応じて、以下の３つのレベル

に分類しております。 

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価

の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価 

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定

に係るインプットを用いて算定した時価 

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価 

 時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ

属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。 

 

(1) 時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債 

区 分 
時       価 （ 百 万 円 ） 

レ ベ ル １ レ ベ ル ２ レ ベ ル ３ 合 計 

投資有価証券     

その他有価証券     

株式 4,276 － － 4,276 

資産計 4,276 － － 4,276 

 

(2) 時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債 

区 分 
時       価 （ 百 万 円 ） 

レ ベ ル １ レ ベ ル ２ レ ベ ル ３ 合 計 

売掛金 － 32,197 － 32,197 

リース投資資産 － 3,332 － 3,332 

投資有価証券     

関連会社株式 815 － － 815 

差入保証金 － 11,729 － 11,729 

資産計 815 47,259 － 48,074 

社債 － 196 － 196 

長期借入金 － 32,399 － 32,399 

リース債務 － 2,519 － 2,519 

負債計 － 35,116 － 35,116 
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（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明 

投資有価証券 

 上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時

価をレベル１の時価に分類しております。 

売掛金、リース投資資産および差入保証金 

 これらの時価は、一定の期間ごとに分類し、その将来キャッシュ・フローと国債の利回り等適切な指標を

元に割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。 

社債、長期借入金およびリース債務 

 これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間および信用リスクを加味した利率を元に、割引

現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。 

 

〔収益認識に関する注記〕 

(1) 収益の分解情報 

（単位：百万円） 

 

報 告 セ グ メ ン ト 

調 整 額 

連 結 損 益

計 算 書 

計 上 額 

オートバック

ス 事 業 

コ ン シ ュ

ー マ 事 業 
ホールセール事業 拡 張 事 業 合 計 

売上高        

顧客との契約から生じる収益 198,785 52,625 23,933 2,349 277,694 － 277,694 

その他の収益 － － － 2,360 2,360 － 2,360 

計 198,785 52,625 23,933 4,710 280,055 － 280,055 

 

(2) 収益を理解するための基礎となる情報 

 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、〔連結計算書類の作成のための基本とな

る重要な事項に関する注記等〕「４．会計方針に関する事項(5) 重要な収益及び費用の計上基準 ② 顧客と

の契約から生じる収益の計上基準」に記載の通りであります。 

 

(3) 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会

計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び

時期に関する情報 

① 契約負債の残高 

（単位：百万円） 

 当連結会計年度 

契約負債（期首残高） 2,040 

契約負債（期末残高） 2,905 

 

 契約負債は、顧客へ販売した商品に対する補償等のサービスの提供に関連するもの及び自社ローンに対

する一定期間の分割回収手数料であります。 

 顧客からは契約締結時に全額代金を収受又は自社ローン契約を締結しております。主な取引としては、

中古車両の自社ローンによる販売、タイヤ購入後６ヶ月間、12 ヶ月間、18 ヶ月間のパンク修理補償やカー

ナビ等の３年又は５年間の延長修理保証、オイル交換等の２年～７年間の車のメンテナンスサービス等で

あります。 

 当社は自社ローン契約については一定期間でのローン契約の提供、又メンテナンスサービス等の取引に

ついては、一時点でのタイヤ・オイル交換等のサービスの提供や、一定期間での修理保証の提供という履行

義務を負っております。履行義務を充足する通常の時点については、一時点でのタイヤ・オイル交換等のサ
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ービスの提供という履行義務については各種サービス提供時点で、一定期間でのローン契約の提供や修理

保証の提供という履行義務については、ローン契約期間又は保証契約期間にわたり定額で収益を認識して

おり、契約負債はその時点で取り崩されます。 

 当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、955 百万円で

あります。 

 

② 残存履行義務に配分した取引価格 

 残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は、以下のとおりであります。 

（単位：百万円） 

 当連結会計年度 

１年以内 1,264 

１年超２年以内 838 

２年超３年以内 500 

３年超 302 

合計 2,905 

 

〔１株当たり情報に関する注記〕 

１．１株当たり純資産額 1,735 円 02 銭 

２．１株当たり当期純利益 106 円 39 銭 
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株主資本等変動計算書 
 

( 2025年４月１日から 
2026年３月 31日まで ) 

（単位：百万円）  

 

株 主 資 本 

資本金 

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 

資本準備金 
資本剰余金 
合 計 

利益準備金 

そ の 他 利 益 剰 余 金 
利益剰余金 
合 計 事業拡張

積 立 金 
資産圧縮
積 立 金 

別 途 
積 立 金 

繰越利益
剰 余 金 

当 期 首 残 高 33,998 34,278 34,278 1,296 665 796 36,350 9,384 48,493 

当 期 変 動 額          

剰 余 金 の 配 当        △4,710 △4,710 

当 期 純 利 益        7,281 7,281 

資産圧縮積立金の取崩      △0  0 － 

自己株式の取得          

自己株式の処分        △11 △11 

吸 収 分 割 
に よ る 減 少 

       △1,513 △1,513 

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額） 

         

当 期 変 動 額 合 計 － － － － － △0 － 1,046 1,046 

当 期 末 残 高 33,998 34,278 34,278 1,296 665 796 36,350 10,431 49,540 

 

 
株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等 

純 資 産 合 計 
自 己 株 式 株 主 資 本 合 計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 

当 期 首 残 高 △6,060 110,710 1,732 1,732 112,443 

当 期 変 動 額      

剰 余 金 の 配 当  △4,710   △4,710 

当 期 純 利 益  7,281   7,281 

資産圧縮積立金の取崩  －   － 

自己株式の取得 △0 △0   △0 

自己株式の処分 72 61   61 

吸 収 分 割 
に よ る 減 少 

 △1,513   △1,513 

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額） 

  25 25 25 

当 期 変 動 額 合 計 71 1,118 25 25 1,144 

当 期 末 残 高 △5,988 111,828 1,758 1,758 113,587 
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個別注記表 

 

〔重要な会計方針に係る事項に関する注記〕 

１．資産の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法 

① 満期保有目的債券 償却原価法（定額法）を採用しております。 

② 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法を採用しております。 

③ その他有価証券 

市場価格のない株式等以外のもの 時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定）を採用しております。 

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法を採用しております。 

 

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法 

デリバティブ 時価法を採用しております。 

 

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 

① カー用品等 主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用し

ております。 

② 車両 個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しております。 

 

２．固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。 

① 店舗用建物及び構築物 当社が独自に見積もった経済耐用年数によっております。なお、

事業用定期借地権が設定されている賃借地上の建物及び構築物

については、当該契約年数を耐用年数としております。 

建物 ３～20 年 

構築物 ３～20 年 

② 上記以外のもの 

建物 ３～45 年 

構築物 ３～30 年 

機械及び装置 ５～22 年 

工具、器具及び備品 ２～20 年 

 

(2) 無形固定資産（リース資産を除く） 

 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）

に基づく定額法によっております。 
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(3) リース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。なお、所有権移転外ファイナ

ンス・リース取引のうち、リース取引開始日が 2008 年３月 31 日以前の借手としてのリース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

 

３．引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

 金銭債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。 

 

(2) 関係会社事業損失引当金 

 債務超過となっている関係会社について、当社が負担する可能性のある損失見込額を関係会社事業損失引

当金として計上しております。 

 

４．収益及び費用の計上基準 

(1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準 

 リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。 

 

(2) 顧客との契約から生じる収益の計上基準 

 当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容および当該履行義務

を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。 

 当社は、セグメントごとに下記事業を行っております。 

・「オートバックス事業」：国内フランチャイズ加盟法人に対してタイヤ・ホイールおよびカーエレクトロニ

クス等、カー用品等の卸売を行っております。また主に国内の一般消費者に対して、カー用品等の販売お

よび取付サービス、車検・整備、板金・塗装ならびに車販売を行っております。 

・「コンシューマ事業」：オートバックス事業以外の小売りとして、自社サイトおよび公式アプリを通じて、

実店舗と連携しカー用品等の提供を行っております。 

・「ホールセール事業」：主に国内外のホームセンター等の小売業者に対して、カー用品等の卸売・輸出販売

を行っております。また、ライフスタイルブランドをはじめとするプライベートブランド等の卸売を行

っております。 

・「拡張事業」：不動産関連のデベロップメント事業や、特定小型原動機付自転車をはじめとした次世代マイ

クロモビリティの取り扱いを行っております。 

 これらの取引について当社は、商品の販売については商品の引渡、サービス等についてはサービスの提供

という履行義務を負っております。履行義務を充足する通常の時点については、商品の販売については商品

の引渡時点に、サービス等についてはサービス等の提供完了時において顧客が当該商品およびサービス等に

対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判断していることから、商品の引渡時点又はサービス等の提

供完了時に収益を認識しております。 

 また、商品の販売については、収益は顧客との契約において約束された対価から返品および返品されると

見込まれる相当額、値引きおよび割戻し等を控除した金額で測定しております。 
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 取引の対価は履行義務を充足してから概ね１カ月以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりま

せん。 

 

５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しており

ます。 

 

〔会計上の見積りに関する注記〕 

(1)オートバックス事業に係る店舗固定資産の減損評価 

① 当事業年度の計算書類に計上した金額 

有形固定資産 37,213 百万円 

② 会計上の見積りの内容について計算書類利用者の理解に資するその他の情報 

 来店される顧客に対してカー用品の販売および車のメンテナンスなどのサービスを提供する店舗を展開

するオートバックス事業は当社の主要な事業であります。当該事業に係る有形固定資産残高は 37,213 百万

円、総資産の 19.4％となっております。 

 当社はオートバックス事業において、店舗を運営する上で必要な建物などの主たる資産や車のメンテナ

ンスなどのサービス提供に用いる工具器具などの資産を保有しております。 

 オートバックス事業に係る資産グループについてはキャッシュ・フローを生み出す最小単位を店舗とし

て資産をグルーピングしております。土地の時価の著しい下落や継続的な営業損失等が発生した店舗につ

いては、減損の兆候を識別しております。減損の兆候を識別した店舗のうち、割引前将来キャッシュ・フロ

ーの総額が帳簿価額を下回ることになった店舗については、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価

額の減少額は減損損失として認識されます。 

 回収可能価額は使用価値と正味売却価額のいずれか高い価額としております。 

 減損損失の認識の判定において用いられる将来キャッシュ・フローは過去の実績や趨勢、経営環境など

の外部要因に関する情報や当社が用いている予算などの内部情報を総合的に加味して、資産グループの現

在の使用状況や合理的な使用計画等を考慮して合理的に見積もっております。具体的には各店舗の将来収

益予測と営業利益予測が重要な仮定に含まれております。 

 各店舗の将来収益予測および営業利益予測は、直近年度の客単価や客数といった実績を基礎として、市

場の成長率、店舗毎の個別の事情を勘案した収益の回復・向上等を反映した見積りを行っております。 

 当該見積りを基に建物などの主要な資産の経済的残存使用年数を当該将来キャッシュ・フローにおける

見積期間とし、それまでの当該期間に基づく趨勢を踏まえた成長率の仮定をおいて合理的に見積もってお

ります。 

 経営者は当該見積りおよび当該仮定について、合理的であると考えております。しかしながら、将来の不

確実な経済状況の変動等により当該見積りおよび当該仮定に関して見直しが必要になった場合、将来キャ

ッシュ・フローを引き下げる要因を織り込み、その結果、翌事業年度以降の計算書類において追加の減損損

失（特別損失）が発生する可能性があります。 
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(2) オートバックス事業以外の関係会社株式の評価 

① 当事業年度の計算書類に計上した金額 

関係会社株式 28,542 百万円 

② 会計上の見積りの内容について計算書類利用者の理解に資するその他の情報 

 当社は 2024 中期経営計画「Accelerating Towards Excellence」に基づき、コンシューマ事業、ホールセ

ール事業といったオートバックス事業以外の事業への投資を推進しております。 

 コンシューマ事業、ホールセール事業といったオートバックス事業以外の事業の関係会社株式の帳簿価

額は 28,542 百万円、総資産の 14.9％となっております。 

 オートバックス事業以外の事業においては、超過収益力を反映した価額で買収を行っており、取得した

株式が関係会社株式として計上されております。 

 減損処理の要否を検討するにあたり、取得原価と超過収益力を反映した実質価額を比較して、実質価額

が著しく低下して回収可能性が十分な証拠によって裏付けられない場合は、帳簿価額を実質価額まで減額

し、帳簿価額の減少額は関係会社株式評価損として認識されます。 

 当該実質価額の見積要素については、連結計算書類「注記事項〔会計上の見積りに関する注記〕有形及び

無形固定資産に対する減損会計について(2) オートバックス事業以外ののれん等の評価」の内容と同一で

あります。 

 

〔貸借対照表に関する注記〕 

１．有形固定資産の減価償却累計額 25,622 百万円 

 

２．保証債務 

次の子会社について、仕入先からの債務に対し債務保証を行っております。 

㈱バックス・アドバンス 206 百万円 

計                 206 百万円 

３．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務 

(1) 短期金銭債権 28,512 百万円 

(2) 長期金銭債権 1 百万円 

(3) 短期金銭債務 12,295 百万円 

(4) 長期金銭債務 1,083 百万円 

 

４．貸出コミットメント 

 貸出コミットメントに係る貸出未実行残高は次のとおりであります。 

貸出コミットメントの総額 32,440 百万円 

貸出実行残高 13,917 百万円 

差引額 18,522 百万円 

 なお、上記貸出コミットメント契約においては、借入人の信用状態等に関する審査を貸出しの条件としてい

るものが含まれているため、必ずしも全額が貸出実行されるものではありません。 

 

５．記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 
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〔損益計算書に関する注記〕 

１．関係会社との取引高 

(1) 営業取引による取引高 

売上高 80,639 百万円 

仕入高 7,903 百万円 

その他の営業取引 5,519 百万円 

(2) 営業取引以外の取引高 2,931 百万円 

 

２.抱合せ株式消滅差益 

 当社を分割承継会社とし、連結子会社である株式会社 CAP を分割会社とする吸収分割に伴い発生したものであ

ります。 

 

３．関係会社事業損失引当金繰入額 

 関係会社の事業損失に備えるため、関係会社の財政状態等を勘案し、当社の損失見込額を計上しております。 

 

４.記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 

〔株主資本等変動計算書に関する注記〕 

当事業年度の末日における自己株式の種類及び株式数 

普通株式 3,521,597 株 

〔税効果会計に関する注記〕 

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳 

（単位：百万円） 

 繰延税金資産  

 未払金否認 522 

 未払事業税 229 

 商品評価損否認 167 

 貸倒引当金損金算入限度超過額 701 

 商品仕入割戻配賦額否認 73 

 リース原価損金算入限度超過額 1,420 

 減価償却費損金算入限度超過額 520 

 減損損失 1,508 

 関係会社株式評価損否認 5,641 

 組織再編に伴う関係会社株式 301 

 投資有価証券評価損否認 219 

 債権譲渡損失否認 1,002 

 資産除去債務否認 381 

 税務上の収益認識差額 575 

 その他 210 
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 繰延税金資産小計 13,476 

 評価性引当額 △8,937 

 繰延税金資産合計 4,539 

 繰延税金負債  

 資産圧縮積立金 △360 

 その他有価証券評価差額金 △736 

 税務上の収益認識差額 △492 

 その他 △91 

 繰延税金負債合計 △1,680 

 繰延税金資産の純額 2,858 

 

〔リースにより使用する固定資産に関する注記〕 

 貸借対照表に計上した固定資産のほか、事務機器等の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契約

により使用しております。 

 

〔関連当事者との取引に関する注記〕 

子会社及び関連会社等 

（単位：百万円）  

属 性 会 社 等 の 名 称 
議決権等の所有（被
所 有 ） の 割 合 

関連当事者
と の 関 係 

取引の内容 取引金額 科 目 期末残高 

子会社 ㈱CAP 
所有 

直接 100％ 
営業取引 商品の販売 8,383 売掛金 1,931 

子会社 
㈱オートバックスフィナ

ン シ ャ ル サ ー ビ ス 

所有 

直接 100％ 
資金取引 

資金貸付（注）

２ 
6,616 

短期貸付金 4,171 

関係会社 
長期貸付金 

6,409 

子会社 オトロンカーズ㈱ 
所有 

直接 100％ 
資金取引 資金貸付 4,500 

短期貸付金 642 

関係会社 

長期貸付金 
3,517 

子会社 
㈱バックス・アド
バンス 

所有 
間接 100％ 

資金取引 資金貸付 1,810 

短期貸付金 1,665 

関係会社 
長期貸付金 

498 

子会社 
シー・シックス・
ツーホールディン

グス㈱ 

所有 
直接 100％ 

資金取引 資金貸付 ― 

短期貸付金 337 

関係会社 
長期貸付金 

1,685 

子会社 
㈱オートバックス

中部販売 

所有 

直接 100％ 
不動産取引 不動産の賃貸 1,281 

リース投資 

資産 
2,016 

子会社 
㈱オートバックス
西日本販売 

所有 
直接 100％ 

不動産取引 不動産の賃貸 464 
リース投資 

資産 
2,198 

子会社 
㈱ホットスタッフ

コーポレーション 

所有 

直接 100％ 
資金取引 余剰金の預り 4,691 預り金 2,335 
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関連会社 
ELECTRIC MOBILITY 
TECHNOLOGY PTE. 

LTD. 

所有 
直接 18.18％ 

持分法適用関

連会社化 
出資 4,286 関係会社株式 4,286 

子会社 ㈱CAP 
所有 
直接 100％ 

組織再編 

事業の吸収分
割による承継

（注）３ 
承継資産合計 
承継負債合計 

 
 

 
2,405 
2,059 

― ― 

 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

（注）１．貸付金および預り金については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。 

２．運転資金の効率的な調達を行うため、貸出コミットメント契約（極度額 13,000 百万円）を締結してお

ります。 

３．当該取引は共通支配下の取引に該当し、承継資産及び負債は帳簿価額により引き継いでおります。 

 

〔収益認識に関する注記〕 

（収益を理解するための基礎となる情報） 

 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。 

 

〔１株当たり情報に関する注記〕 

１．１株当たり純資産額 1,446 円 45 銭 

２．１株当たり当期純利益 92 円 74 銭 
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■連結計算書類に係る会計監査人の監査報告 

 

独立監査人の監査報告書 
 

2026年 5月 18日 

 

株式会社オートバックスセブン 

取 締 役 会  御 中 

 

有限責任監査法人ト ー マ ツ 

東 京 事 務 所 

指定有限責任社員 
     

業 務 執 行 社 員 
 公認会計士 京  嶋  清 兵 衛 

指定有限責任社員 
     

業 務 執 行 社 員 
 公認会計士 池 田  徹 

 

監査意見 

当監査法人は、会社法第 444条第 4項の規定に基づき、株式会社オートバックスセブンの 2025

年 4 月 1 日から 2026 年 3 月 31 日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照

表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。 

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計

の基準に準拠して、株式会社オートバックスセブン及び連結子会社からなる企業集団の当該連結

計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているもの

と認める。 

 

監査意見の根拠 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記

載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業

体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、

また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎と

なる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

 

その他の記載内容 

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内

容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセ

スの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 
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当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、

当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。 

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程に

おいて、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要

な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重

要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。 

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合

には、その事実を報告することが求められている。 

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 

 

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結

計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の

ない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運

用することが含まれる。 

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成す

ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任が

ある。 

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視

することにある。 

 

連結計算書類の監査における監査人の責任 

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤

謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立

の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により

発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与え

ると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。 

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ

スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ

る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。 

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな

いが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため

に、監査に関連する内部統制を検討する。 

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会

計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、
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入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況

に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な

不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起す

ること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計

算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報

告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企

業として存続できなくなる可能性がある。 

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会

計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、

構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかど

うかを評価する。 

・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十

分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、

連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査

意見に対して責任を負う。 

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識

別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められている

その他の事項について報告を行う。 

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を

遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因

を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するための

セーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。 

利害関係 

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記

載すべき利害関係はない。 

以 上 

 

  



- 39 - 

 

■会計監査人の監査報告 
 

独立監査人の監査報告書 
 

2026年 5月 18日 

 

株式会社オートバックスセブン 

取 締 役 会  御 中 

 

有限責任監査法人ト ー マ ツ 

東 京 事 務 所 

指定有限責任社員 
     

業 務 執 行 社 員 
 公認会計士 京  嶋  清 兵 衛 

指定有限責任社員 
     

業 務 執 行 社 員 
 公認会計士 池 田  徹 

 

監査意見 

当監査法人は、会社法第 436 条第 2 項第 1 号の規定に基づき、株式会社オートバックスセブンの 2025

年 4 月 1 日から 2026 年 3月 31 日までの第 79 期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計

算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）に

ついて監査を行った。 

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準

に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表

示しているものと認める。 

 

監査意見の根拠 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されてい

る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表

監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の

倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手

したと判断している。 

 

その他の記載内容 

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作

成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び

運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査
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法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。 

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、

その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるか

どうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があ

るかどうか注意を払うことにある。 

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、

その事実を報告することが求められている。 

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 

 

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類

等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書

類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま

れる。 

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが

適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい

て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

ことにある。 

 

計算書類等の監査における監査人の責任 

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬によ

る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から

計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性が

あり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる

場合に、重要性があると判断される。 

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、

意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。 

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連

する内部統制を検討する。 

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上

の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手し

た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重

要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
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られる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不

確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見

を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基

づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。 

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内

容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。 

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した

内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事

項について報告を行う。 

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を

遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因

を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するための

セーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。 

利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は

ない。 

以 上 
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■監査等委員会の監査報告 

 

 

監 査 報 告 書 

 

 当監査等委員会は、2025 年４月１日から 2026 年３月 31 日までの第 79 期事業年度における

取締役の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について以下のとおり報告いたし

ます。 

  

１．監査の方法及びその内容 

監査等委員会は、会社法第 399条の 13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締

役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）につい

て取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に

応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施いたしました。 

① 監査等委員会が定めた監査等委員会監査等の基準に準拠し、当期の監査の方針、職務

の分担等に従い、電話回線又はインターネット等を経由した手段も活用しながら、会

社の内部監査部門その他内部統制所管部門と連携の上、取締役会等の重要な会議に出

席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応

じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及

び財産の状況を調査しました。また、子会社については、内部監査部門から監査の結

果の報告を受けるとともに、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換

を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。 

財務報告に係る内部統制については、取締役等及び会計監査人有限責任監査法人トー

マツから当該内部統制の整備・運用評価及び監査の状況について報告を受け、必要に

応じて説明を求めました。 

② 事業報告に記載されている会社法施行規則第 118 条第３号イの基本方針及び同号ロの

各取組みについては、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容につ

いて検討を加えました。 

③ 会計監査人からは、事前に監査計画の説明を受け、協議を行うとともに、監査結果の

報告を受け、意見交換を行いました。さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、か

つ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその

職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監

査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第

131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従

って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。 

 

 以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸

借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並び

に連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結
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注記表）について検討いたしました。 

 

２．監査の結果 

（1）事業報告等の監査結果 

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示してい

るものと認めます。 

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事

実は認められません。 

③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当

該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、

指摘すべき事項は認められません。 

④ 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方

に関する基本方針は相当であると認めます。事業報告に記載されている会社法施行規則

第 118条第３号ロの各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の

利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものでは

ないと認めます。 

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果 

    会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めま

す。 

（3）連結計算書類の監査結果 

会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。 

 

    2026年５月 25日 

 

株式会社オートバックスセブン 監査等委員会 

  常勤監査等委員    池 田 知 明 ㊞ 

   常勤社外監査等委員  小 泉 正 己 ㊞ 

社外監査等委員    金 丸 絢 子 ㊞ 

 

 （注）監査等委員 小泉 正己及び金丸 絢子は、会社法第２条第 15号及び第 331条第６項

に規定する社外取締役であります。 

 

以 上 

 
 


